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概 要 
 

（社）日本陸用内燃機関協会（以下、陸内協）は、日本国内で販売、使用される出力19kW未満の
小形汎用火花点火エンジン（以下、汎用エンジン）の排出ガス中の炭化水素（ＨＣ）、窒素酸化
物(ＮＯｘ)及び一酸化炭素（ＣＯ）を低減する自主規制を決定した。 
自主規制は、耕うん機、発電機等の非携帯機器用エンジン（以下、非携帯）及び刈払機などの携
帯機器用エンジン（以下、携帯）を対象とする。実施時期は、１次規制を非携帯・携帯共に2003
年１月１日にスタートし、２次規制を非携帯が2008年、携帯は2011年に実施する。１次規制では、
未規制時よりＨＣ＋ＮＯｘの12%、ＣＯの18%を低減する見通しである。 
 
1. 自主規制の背景 
現在、内燃機関の排出ガスについては、乗用車・二輪車等に対して欧米をはじめ日本でも法規制
がなされている。しかし、日本では農業用機械等に広く動力源として使用されている汎用エンジ
ンについては、排気量が小さく排出ガス総量も少ないため、排出ガス寄与率が微小であることか
ら、ほとんど問題視されず、法規制がなされていない。 
しかしながら、陸内協では環境保護の重要性を考慮し、加盟各社と検討を重ね、このほど自主的
な排出ガスの基準を決定した。 
 
2. 排出ガス規制の対象・自主規制値 
対象 国内で販売、使用される出力19kW未満の汎用エンジン（緊急・非常用やレース用等を除く）
とし、排出ガスのうち、ＨＣ＋ＮＯｘならびにＣＯとする。 
 

自主規制値 
 

1次規制基準(g/kW-hr) 2次規制基準（g/kW-hr）  エンジン 
クラス(注1) 排気量（ｃｃ） HC+NOx CO HC+NOx CO 

Ⅰ－A 66未満 50 519 50 610 

Ⅰ－B 66以上100未満 40 519 40 610 

Ⅰ 100以上225未満 16.1 519 16.1 610 

非携帯 
機器用 
エンジン 

Ⅱ 225以上 13.4 519 12.1 610 

Ⅲ 20未満 300 805 50 805 

Ⅳ 20以上50未満 246 805 50 805 

携帯   
機器用 
エンジン 

Ⅴ 50以上 166 603 72 603 

規制方法 新エンジン規制 インユース規制(注２) 

 
(注１) エンジンクラス区分はＥＰＡ規制に準ずる。 
(注２) インユース規制とは、規定の有効寿命時間内は規制値をクリアしなければならないことを指す。 

 
3. ＥＰＡ(米国環境保護庁)規制等との整合性 
ＥＰＡの１次規制は1997年から既にスタートし、現在その実績から、ＥＣその他の規制（案）の
ベースになっており、ＥＰＡとの整合を前提に進んでいる。 
また、国内生産汎用エンジンの半数は輸出されて、完全に国際商品の位置付けである。したがっ
て規制の整合性は業界としても、またエンジンを購入し搭載商品を生産するＯＥＭにとっても重
要なことである。 
更に将来の世界相互認証を視野に入れた、グローバルスタンダードとしての規制が望まれる。 
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したがって、陸内協の自主規制は基本的にＥＰＡに整合させたものとした。 
 
4. 自主規制の効力 
法規制ではなく業界自主規制の位置付けとするが、排出ガス低減の効果を数値として達成する必
要があり、情報公開を通じ、業界として削減活動の成果に透明性を持たせ、自主規制の効力を確
実なものとする。 
環境改善を進める結果として、世論の好感度アップが期待できると共に、業界のＰＲに大きく貢
献できる。 
 
5. 業界の現状認識 
自主規制の削減基準を満足させるためには、業界として多大な努力が必要である。なぜなら、汎
用エンジンカテゴリには排気量が十数ccから千ccに近いものまで有り、用途も千差万別で、１社
で1000モデル以上管理しているというのが通常である。 
この様な状況の中で、技術的に一つ一つ対応していかなければならない。 
業界として総合的見地での環境対応努力を新たな技術革新の契機とする姿勢が重要であると考え
られる。 
 
6. 自主規制の概要まとめ 
(1) 対象エンジン   国内で販売、使用される19kW未満の汎用火花点火エンジン。 

ただし、緊急用、非常用、消防用、レース用エンジン等は除く。 
（適用除外エンジンを別表に示す） 

(2) 実施時期          １次規制2003年、２次規制 2008年（非携帯）、2011年（携帯） 
(3) 規制エミッション  ＨＣ＋ＮＯｘ、ＣＯ 
(4) 削減方法          １次規制、２次規制の２段階とする。 
(5) 実績管理          エンジン製造業者の実績を陸内協に報告する。 

陸内協は全実績を集計し排出量を管理する。 
(6) 情報公開          陸内協機関誌及びホームページに掲載する。 
(7) 認証方式          エンジン製造業者の自己認証とする。 

報告内容等は陸内協にて定めた書式による。 
(8) ラベル            自主規制参加を表示する業界統一マークを設定する。ただしラベル貼付等、

運用はエンジン製造業者の任意とする。 
(9) 輸入エンジン      ＥＰＡラベル貼付エンジンは自主規制適合と見なす。 

（将来的にＥＣ規制が決定後は同様の扱いとする） 
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解 説 
 

1. 背景 
自動車を中心に、内燃機関の排気ガスエミッションによる大気汚染が注目され始めたのは、1960
年代からで、具体的な規制のスタートは、1968年米国連邦１次規制からである。 
二輪車は米国で1978年から規制がスタートし、国内においては、1998年に規制がスタートした。 
一方汎用エンジンと隣り合わせにある船外機分野においても、ＥＰＡ（米国環境保護庁）により
1998年から規制がスタートした。日本においては（社）日本舟艇工業会を母体に2000年より業界
自主規制をスタートした。 
日本の一部の汎用ディーゼルエンジンも未規制自動車のカテゴリにおいて、2003年から規制が開
始される。 
これに対して、汎用エンジンは排気量が小さく、エミッション総量も少ないため、寄与率は微少
であるということから、ほとんど問題視されなかった。しかしながら、1980年代後半に入り、自
動車のエミッション低減技術は飛躍的に進歩し相対的に汎用エンジンのエミッションも無視でき
ないレベルであると、ＥＰＡは判断し、その結果1997年から１次規制がスタートした。 
ＥＣにおいても、ＥＰＡをベースにした２段階の規制案が検討され、その動向が注目されている。 
 
2. 目的 
地球規模としての環境意識が高まる中、業界として排気ガスエミッション低減の自主規制を定め、
環境保全に寄与する。 
 
3. 排出ガス自主規制の対象・内容 
日本国内で販売、使用される19kW未満の汎用エンジン（対象除外エンジンは別表を参照)とする。
すなわち、陸内協の会員会社が、国内海外の工場で製作、又は非会員会社より供給を受けて国内
で使用を目的に販売される19kW未満のガソリンエンジンを対象とする。 
排出ガスの対象はＨＣ＋ＮＯｘ及びＣＯとする。 
自主規制は各社ごとの総量規制とし、コーポレートアベレージング（会社平均）を認める。 
自主規制は１次規制2003年から、２次規制を2008年（非携帯）、2011年（携帯）からとし、業界
として自主運営する。ただし、国内法が制定された場合、直ちに自主規制を解除し国内法に従う
ものとする。 
排出ガスの低減率は陸内協にて集計し、情報公開する。 
 
4. 海外規制との整合性 
ＥＰＡの１次規制は1997年から既にスタートし、現在その実績から、ＥＣその他の規制（案）の
ベースになっており、ＥＰＡとの整合を前提に進んでいる。また、国内生産汎用エンジンの半数
は輸出されて、完全に国際商品の位置付けである。したがって規制の整合性は業界としても、ま
たエンジンを購入し搭載商品を生産するＯＥＭにとっても重要なことである。更に将来の世界相
互認証を視野に入れた、グローバルスタンダードとしての規制が望まれる。 
したがって、陸内協の自主規制は基本的にＥＰＡに整合させたものとした。 
 
5. 自主規制の効力 
法規制ではなく業界自主規制の位置付けとするが、排出ガス低減の効果を数値として、達成する
必要があり、情報公開を通じ業界として削減活動の成果に透明性をもたせ、自主規制の効力を確
実なものとする。環境改善を進める結果として、世論の好感度アップが期待できると共に、業界
のＰＲに大きく貢献できる。 
 
6. 業界の現状認識 
自主規制の削減基準を満足させるためには、業界として多大な努力が必要である。なぜなら汎用
エンジンカテゴリには排気量が十数ccから千ccに近いものまであり、用途も千差万別で、１社で
1000モデル以上管理しているというのが通常である。この様な状況の中で、技術的に一つ一つ対
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応していかなければならない。 
業界として総合的見地での環境対応努力を、新たな技術革新の契機とする姿勢が重要であると考
えられる。 
 
7. 制定までの活動 
1998年５月より陸内協の運営委員会直轄の“ＳＩエンジンポジションペーパ作成部会”を設立し
検討を開始した。以来、会議を重ね、国内における小形ＳＩエンジン全体の排出ガスの国内総排
出量に対する寄与率を推計し、全体から見ると微小（ＨＣ＋ＮＯｘで0.75%）であるというポジシ
ョンが明らかになった。しかし環境保全に積極的に貢献するべきであるという信念に基き、陸内
協の総意として“自主規制”の実施を決断し、規制案の骨格が合意された2000年５月に報道機関
を含め、対外発表を行い、海外の関連団体にも、その内容を文書にて通知した。 
その後、具体的な自主規制の規定を検討するために、自主規制規定書作成ＷＧ及び自主規制試験
法分科会を設立し、ガソリン機関部会等、陸内協内の各部会・委員会との調整や、国内・海外の
関係団体への協力要請を行って、実効性のある自主規制とするべく積極的に活動した。 
 
8. 対象とするエミッション 
対象とするエミッションはＥＰＡ規制に採用された考え方を踏襲し、ＨＣ、ＮＯｘ及びＣＯとし、
ＨＣ、ＮＯｘについてはＥＰＡ規制同様、合算値にて自主規制する。ＥＰＡとの整合を図ること
で、測定や管理が一元化でき、無駄なコストが製品に転嫁されることがない。 
二酸化炭素（炭酸ガス、ＣＯ2）は規制の対象としていないが、これも基本的にはＥＰＡにならっ
たためである。 
 
9. 自主規制値と施行スケジュール 
（１）自主規制値 
                １次規制値 
 

 
エンジン 
クラス 

排気量(cc) 
HC+NOx 
(g/kW-hr) 

CO 
(g/kW-hr) 

Ⅰ-A 66 未満 50 519 

Ⅰ-B 66 以上 100 未満 40 519 

Ⅰ 100 以上 225 未満 16.1 519 

非携帯 
機器用 
エンジン 

Ⅱ 225 以上 13.4 519 

Ⅲ 20 未満 300 805 

Ⅳ 20 以上 50 未満 246 805 
携帯 
機器用 
エンジン 

Ⅴ 50 以上 166 603 

 
（注1） ＥＰＡは１次規制（Phase１）ではクラスⅠ-Ａ，Ⅰ-Ｂは設定していないが、225cc未満を一つのエンジ
ンクラスにすることは技術的、理論的にも不合理との判断で、２次規制（Phase２）からクラスⅠ-Ａ，Ⅰ-
Ｂが追加になる。また、ＥＣ規制（案）においても１次規制（Stage１）からクラスⅠ-Ａ，Ⅰ-Ｂの採用が
予定される。以上の背景から、自主規制にも１次からクラスⅠ-Ａ，Ⅰ-Ｂを採用することとした。 

（注2） 携帯機器用エンジン（ハンドヘルド）は、ＥＰＡの１次規制（Phase１）においてはＨＣ，ＮＯｘが別々
に規制されているが、２次規制（Phase２）からはＨＣ＋ＮＯｘで規制される。ＥＣ規制（案）も１次規
制（Stage１）よりＨＣ＋ＮＯｘで規制される。自主規制開始時期を考慮し１次からＨＣ＋ＮＯｘの合算
で進める。 

（注3） 総量規制とし、各社アベレージングは可とする。アベレージング対象エミッションはＨＣ＋ＮＯｘ及び/ 
またはＣＯとする（バンキング、トレーディングは不可とする）。 

（注4） 上記の値は新エンジンでの値とする。 
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２次規制値 
 

 
エンジン 
クラス 

排気量(cc) 
HC+NOx 
(g/kW-hr) 

CO 
(g/kW-hr) 

有効寿命時間(hr) 

Ⅰ-A 66 未満 50 610 50 125 300 

Ⅰ-B 66 以上 100 未満 40 610 125 250 500 

Ⅰ 100 以上 225 未満 16.1 610 125 250 500 

非携帯 
機器用 
エンジン 

Ⅱ 225 以上 12.1 610 250 500 1000 

Ⅲ 20 未満 50 805 50 125 300 

Ⅳ 20 以上 50 未満 50 805 50 125 300 

携帯 
機器用 
エンジン 

Ⅴ 50 以上 72 603 50 125 300 

（注1） 規制値はインユース値とする。 
（注2） 総量規制とし、各社アベレージングは可とする。アベレージング対象エミッションはＨＣ＋ＮＯｘのみ
とする（バンキング、トレーディングは不可とする）。 

 
（２）施行スケジュール 
１次規制        2003年１月１日 
２次規制        2008年１月１日 （非携帯機器用エンジン）  
            2011年１月１日 （携帯機器用エンジン） 
  
10. 総量規制の考え方 
エンジンファミリごとに自主規制値をクリアすることが基本であるが、総排出量、排出率を実効
性のある形で管理し、環境保全に寄与するという自主規制の狙いに基き、ＥＰＡ規制で採用され
たコーポレートアベレージングの考え方による「アベレージング」を採用する。 
汎用エンジンカテゴリは排気量が十数ccから千ccに近いものまで有り、用途も千差万別で、１社
で1000モデル以上管理しているというのが通常である。それぞれのモデルを搭載する作業機製造
業者（ＯＥＭ）が、本自主規制によるエンジンの仕様変更のために機器側の設計変更に困難が生
じる場合があることが予見できる。そこで顧客側の利便を考慮しつつ自主規制の実効性を上げる
ために、従来モデルと排出ガス対策モデルの排出ガス値を販売台数等で重み付けして求めた平均
値で自主規制値をクリアする方策（アベレージング）は有効な手段である。 
本自主規制では、最終目標である２次規制値を達成するための準備期間として、１次規制におい
てもアベレージングを可とする。これらの考え方に基くアベレージングの算出方法を以下に表示
する。 
 
（1）１次規制のアベレージング 
Σ｛生産台数×（基準値－ＦＥＬ）×出力×負荷係数｝≧０なること。 

（2）２次規制のアベレージング 
Σ｛生産台数×（基準値－ＦＥＬ）×出力×負荷係数×有効寿命時間｝≧０なること。 

（注1） 生産台数  当該カレンダイヤーにおける自主規制対象の当該エンジンファミリの合計生産台数。 
（注2） ＦＥＬ（ファミリエミッションリミット）エンジン製造業者が宣言する当該エンジンファミリのエミッ

ションレベル。 
（注3） 出力 排出ガス計測モードの中での最大出力 
（注4） 負荷係数 クラスⅠ-Ａ，Ｉ-Ｂ，Ⅰ，Ⅱ（非携帯機器用エンジン）は0.47 
    クラスⅢ～Ⅴ（携帯機器用エンジン）は0.85 
（注5） Σ アベレージングに参加する当該エンジン製造業者の全エンジンファミリの排出総量合計（エンジン

ファミリごとに算出した排出総量（｛ ｝内）を全ファミリ合計する） 
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11. 運用と届け出 
（1） 運 用 
自主規制の精神から規制適合は各社の自主管理となるが、その実績報告書は陸内協に提出される
ことになる。陸内協は各社からの実績報告書を受け、これを管理、保管する。陸内協において必
要と認められた場合、陸内協は該当するエンジン製造業者に対してヒヤリングや指導を行うこと
ができる。また、自主規制であるから相互信頼が基本であり罰則は規定しない。 
陸内協にて海外団体や国内の関連団体との窓口業務も行う。 
（2）改訂のルール 
自主規制の内容の改訂についても陸内協にて、必要に応じて、協議することとする。 
（3）届け出 
製造業者は報告書を当該カレンダイヤーの翌年３月３１日までに陸内協に提出する。また、これ
とは別に毎年同期日までにエミッション総量を算出するためのデータシートを、製造業者は陸内
協に提出する。これを受けた陸内協はデータを集計する。また、年間500台以下のファミリについ
ては本自主規制の下で適用除外申請書を陸内協に提出できることになっているが、これを希望す
る製造業者は当該カレンダイヤーの翌年３月３１日までに陸内協に対して適用除外申請書（事後
申請書）を提出しなければならない。 
（4）エンジンファミリ 
エンジンファミリとはエンジンの構造から、同一の排出ガス特性となるエンジングループを示す。 
この定義はＥＰＡ方式を採用し、エンジンファミリの名称もＥＰＡ方式に準ずることができる。 
（5）生産ライン抜き取り検査 各社自主管理とする。 
(6) 市場抜き取り検査（インユーステスト）各社自主管理とする。 
(7) エミッションワランティ 
各社現行内ワランティにて対応を図る。 
ＥＰＡの如く、排出ガス関連部品のワランティ規定を新たには作らない。 
(8) 排出ガスに関する欠陥報告 各社の自主判断とする。 
 
12．製品への影響 
（1）技術面 
この自主規制基準をクリアするために製造業者は多大な対応努力が求められる。すなわち、技術
面では、先行して規制が始まっているＥＰＡ１次及び２次規制の対応技術の適用となるが、国内
向けの多くの種類の未対応エンジンに対して現状把握から対応及びその維持となると、多大な時
間、労力及び費用を要することとなる。しかし対象となる汎用エンジンの製造業者は、かけがえ
のない地球の環境対応へのたゆまぬ努力と貢献が求められることになる。性能面では最大出力は
変わらないと考えられる。 
一方で、排出ガス及び燃費の大幅な改善や、排気煙の減少等、運転者及び環境に対する貢献は大
きい。 
（2）価格面 
ＥＰＡ規制の前文（Preamble）によれば、ＥＰＡ規制の達成のために、フェーズイン（段階的総
量規制）の最終年度で、エンジンのコストは、携帯機器用で20～56ドル、非携帯機器用で13～20
ドル上昇するとされている。しかし、実際に各社が各クラスにどのような技術を使うのかによっ
て変化する。また、各社各クラスごとの販売台数も異なるので、一概にいくら上昇するとはいえ
ない。しかし価格上昇は避けられない。 
 
13. 製品への表示 
汎用エンジン業界全体で環境対応を図るため、自主規制基準を満たしているということを社会に
アピールするという考え方でラベルの検討を行なった。その結果、陸内協は別紙に示す統一ラベ
ルのデザインを定めた。ラベルを貼るのは各製造業者の自主判断とする。 
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14. 情報の管理と開示 
11. 運用と届け出の項にて述べたところの、各製造業者から提出される情報の管理は陸内協事務
局にて行う。 
一方、法規制ではなく自主規制であっても、排出ガス削減の目標は当然のことながら達成されな
ければならない。これについては情報の公開を通じて、削減活動の透明性を高めることにより、
自主規制の効力をより確実なものにできると考えて、以下の様に対応する。 
（1）対外的公表 
自主規制に参加する陸内協の会員全体での各年ごとの削減対応状況は、陸内協機関紙及びホーム
ページにて公表することとする。 
公表数値は、次のとおりとし、基準年のそれらと比較できるようにする。 
①業界全体の総排出量 
②それを業界全体の総生産台数で割った平均排出率 
提出データは陸内協事務局扱いのみとする。 
（2）陸内協会員への開示 
陸内協の会員に開示する内容は次のとおりとする。 
①業界全体の総排出量 
②それを業界全体の総生産台数で割った平均排出率 
③各社エンジンクラス別総排出量及び排出率 
（3）官庁及び公的機関への開示 
求めに応じて開示できるデータは、前項の陸内協会員への開示データとする。 
それ以外の請求があった場合は、別途協議する。 
 
15. 海外団体との協調 
米国で実施されているＥＰＡ規制や欧州で検討が進められているＥＵ規制においては陸内協の会
員は主要生産国の立場から協議に加わってきた。 
今回の陸内協自主規制も、ＥＰＡ規制をモデルに欧州との整合性をも視野に入れた内容となって
いる。 
陸内協での今回の自主規制の基本合意内容は、下記の団体宛に文書にて2000年６月１２日付けで
通知した。 
ＥＭＡ(Engine Manufacturers Association) 
ＥＵＲＯＭＯＴ(European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers の意) 
ＯＰＥＩ（Outdoor Power Equipment Institute） 
ＰＰＥＭＡ(Portable Power Equipment Manufacturers Association) 
ＣＩＣＥＩＡ(China Internal Combustion Engine Industry Association) 
 
16. 関連団体との協調 
国内に於ける関連団体として (社)日本農業機械工業会、(社)日本建設機械工業会、(社)日本産業
車両協会については、実施する意図に理解を得るべく、その都度連絡を行ってきた。 
さらに1998年１０月１６日に開催された陸内協が主催し欧州のＥＵＲＯＭＯＴ、米国のＥＭＡ、
中国のＣＩＣＥＩＡ、(旧)建設省及び(旧)環境庁他関係団体の参加する“国際協調会議”におい
て、陸内協よりＳＩエンジンポジションペーパ作成部会発足を宣言、自主規制推進に着手した。 
 
17. 行政との関連 
19kW未満の小形汎用ＳＩエンジンの場合、排気量が小さく排出ガス総量も少ないため、国内排出
ガスへの寄与度は、問題にならない数字であるが、米国での規制実施・欧州での導入検討という
社会情勢及び環境保全の重要性のため、欧米と整合性のある自主規制導入を図った。自主規制導
入を公表する前に、関係省庁に対し個別の説明を行い、自主規制実施の背景、規制内容について
理解と賛意を得た。 
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18. 基準自主規制の内容について 
自主規制の内容は、ＥＰＡ規制法文40CFR Part§90を陸内協にて和訳したものに、これまでに述
べた方針に基づき修正を加えて陸内協小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制の規定とする
こととした。今後ＥＰＡ本文との対照を行いやすくするために、サブパートＮｏ．、セクション
Ｎｏ．等は米国ＥＰＡの該当部分と同じＮｏ．を当てることとし、欠番についてもそのままとし
た。 
輸入エンジンに関する規定、リコール、ワランティに関する部分、生産ライン抜き取り検査、市
場抜き取り検査など、国内自主規制では採用しない内容については削除され、欠番のままとなっ
ている。 
また、行政官が関与する内容の記述は、削除した。 
なお、ＥＰＡ本文からの変更、流用、参照を行うに当たって、特に解説が必要であるとされた内
容については、以下に述べる通りである。さらに細かな検討の経過や変更の背景についてはＳＩ
エンジンポジションペーパ作成部会及び自主規制規定書作成ＷＧ議事録を参照することとする。 
 
サブパートＡ §90.1 適用範囲 (a) 
本自主規制ではＥＰＡ規制と同じくグロス出力19kW未満の汎用エンジンを適用範囲とした。ただ
し、ＥＰＡ規制では、排気量1000cc以下で19kWを超えるエンジンに対して、製造業者の任意選択
により40CFR Part§90を適用することができるが、本自主規制では適用できない。 
 
サブパートＡ §90.1 適用範囲 (e) 
ＥＰＡの本サブパート§90.1以外で記述されている適用除外項目については本項に一つにまとめ、
本自主規制の適用範囲を明確化した。 
 
サブパートＡ §90.3 定義 
ＮＭＨＣ＋ＮＯｘの定義 
本自主規制では規制値にＮＭＨＣ＋ＮＯｘを採用していないため削除した。 
少量生産エンジンファミリの定義 
国内の年間総生産台数等を考慮して、年間生産台数が500台以下を少量生産エンジンファミリとし
た。 
 
サブパートＡ §90.7 参考資料 
ＥＰＡで記載されている参照文献は、国内自主規制には敢えて述べず削除したが、原則的にはＥ
ＰＡサブパートＡ §90.7に述べられている参照文献に準ずることとする。 
 
サブパートＢ §90.104(g)(4) 後処理装置を備えたエンジンの劣化係数を計算するための式 
本パラグラフに示す式は、劣化耐久を行わない1次規制において、触媒の劣化度を仮定してエミッ
ションの悪化を計算するものである。ＥＰＡ規制では、触媒浄化率をＣＯ、ＨＣは初期の80%(F
＝0.8)、ＮＯｘは0%(F＝0.0)になるとしているが、本自主規制では３成分とも劣化度は同じと見
なし、ＮＯｘのＦも0.8とした。 
 
サブパートＢ §90.106 適合証明書、§90.107 適合証明申請、§90.108 認証 
自主規制であることから、適合認定の手続きにかかわる記述は削除した。 
かわりに、§90.106を“エンジン届出”とし陸内協への年１回の実績報告を義務づけた。 
サブパートＢ §90.112証明に関する要求－調整可能パラメータ 
調整可能なパラメータに関する規定は米国ＥＰＡで規定されている様な厳格なものは、自主規制
では採用できないので本項は削除した。ただし当然のこととして、商品は製造業者のオーナーズ
マニュアルやサービスマニュアルに記載されている範囲に調整されているものとする。 
 
サブパートＣ §90.201 適用範囲 
ＥＰＡのアベレージングプログラムは２次規制から適用されるが、本自主規制では、柔軟な規制
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対応を図るため1 次規制からアベレージングの適用を可能とする。アベレージングは１次規制で
はＨＣ＋ＮＯｘ及び/又はＣＯに、２次規制ではＨＣ＋ＮＯｘのみに適用できる。ＥＰＡ規制で採
用されているバンキング及びトレーディングは本自主規制では採用しない。 
 
サブパートＤ 全般 
本サブパートに記載の各種校正方法等は、エンジン製造業者が行うには現実的には困難と思われ
るものもあり、議論の余地があるが、ＥＰＡ規制をベースとする本自主規制の趣旨からそのまま
採用した。 
 
サブパートＤ，Ｅ全般 
本自主規制のベースとしたＥＰＡ規制では、計器の校正等にＮＩＳＴ、ＡＳＴＭ規格が用いられ
ているが、国内にＪＩＳ等の同等規格がある場合はその適用も可とする。 
 
サブパートＤ §90.308 潤滑油と試験燃料 
適合試験には、本サブパートＤの付録Ａ表3に示す一般的に日本国内で市販されているＪＩＳ規格
のガソリンを用いる。また、多くの製造業者がＥＰＡ認証試験用に付録Ａ表4に示すＥＰＡ指定燃
料を用いており、この使用も可とした。 
 
サブパートＤ §90.329 触媒熱応力試験、サブパートＥ §90.427 触媒熱応力抵抗の評価 
触媒熱劣化に関する本パラグラフ記載の内容はかなり厳しいものであり、議論の余地があるが、
ＥＰＡ規制をベースとする本自主規制の趣旨からそのまま採用した。 
 
サブパートＥ §90.419 生のエミッションサンプリングでの計算方法及びサブパートＥ§90.426 
希釈エミッションサンプリングでの計算方法 
ＮＯｘの湿度補正係数ＫHとしては、ここに示す以外にＩＳＯ8178-1に補正式がある。ＥＰＡ規制
の補正式は高温高湿での補正量がＩＳＯ8178-1に比べかなり大きい。ＩＳＯ8178-1の補正式の方
が実際に近いと考えられるが、ＥＰＡ規制をベースとする本自主規制の趣旨からＥＰＡの示す補
正式を採用した。 
 
以下のサブパートは自主規制になじまないので全文削除した。 
サブパートＦ 選択強制監査 
サブパートＧ 不適合エンジンの輸入 
サブパートＨ 製造業者の生産ライン試験プログラム 
サブパートＩ 排出物関連欠陥情報レポートに関する要求、自発的排出物及びリコール計画及び

命令によるリコール 
サブパートＪ 行政規則からの非公道エンジンの排除及び免除 
サブパートＫ 禁止行為と一般的な実施規定 
サブパートＬ 排出物保証とメンテナンス説明書 
サブパートＭ 自発的稼動中試験 
 
 
19. 自主規制ラベルの本機への貼付けについて 
本機メーカーより排出ガス自主規制適合エンジン搭載マークを本機に貼付けたいとの要望を受け、
平成２１年６月２４日付で別紙３の通達を出し条件付きで許可することにした。 
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改 訂 経 歴 
 

1. 平成２２年１月１日 改訂 
本自主規制施行より 5 年以上が経過し、EPA規制については数次の改訂が実施され、また EC規
制が施行されるにいたりました。それらの状況に鑑み、本規制の国際整合性についての見直しが
必要であるとの認識に立ち本規制の改訂作業を実施しました。 
改訂内容については別紙４「規定改訂内容」、「解説改訂内容」として本書に添付とします。 
また、本改訂に携わった委員については別紙１－（D）によります。 
本改訂の実施時期は平成２２年１月１日とします。 
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別表 適用除外エンジン 
 
 内         容 備  考 
１ 舶用エンジン  
2 地下採鉱用エンジン  
3 二輪車用エンジン  
4 航空機用エンジン  
5 レクリエーション用車両搭載用エンジンで下記基準に該
当するエンジン 
(ⅰ)最高回転数が5000rpm以上である。 
(ⅱ)スピードガバナが備わっていない。 

ＡＴＶ､スノーモービル用等 

6 緊急用／救助用機器に搭載するエンジンで自主規制適合
エンジンでの代替が不可能なエンジン 
ただし､救助用ツールを操作するための動力源として離れ
た場所で運転する発電機､コンプレッサ､ポンプ用エンジ
ンは自主規制の対象とする。 

 

7 試験用エンジン  
8 エンジン製造業者が所有する自主規制未適合エンジンで
賃貸や販売を目的とせず､専ら製品開発等に供するエンジ
ン 

 

9 展示用エンジン  
10 輸出専用エンジン  
11 交換用エンジン  
12 行政向（消防､防衛庁等）エンジンで既に契約済のエンジ
ン 
ただし､2003年1月1日以降生産開始予定のものは自主規制
適合品とする。 

長期間同一仕様で納入するこ
とが契約されている。 

13 競技用エンジン、模型用エンジン  
14 他の排出ガス規制を受けるエンジン（ＧＨＰ、コジェネ）  
15 ガスエンジンであるが上記14以外でエンジン製造業者で
は管理できないエンジン（セッティングが外部業者にて行
われるガスエンジン） 

 

16 定置用エンジン 
 

連続して12ヶ月以上、ある一定 
の場所に留まっている装置に 
取付けられているエンジン 

17 冬季限定使用エンジン 除雪機、削氷オーガﾞ等 
18 陸内協に申請された少量生産エンジンファミリ 年間500台以下 
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別紙  １－（A） 
（社）日本陸用内燃機関協会 

運営委員会ＳＩエンジンＰ．Ｐ．作成部会委員名簿 
（会社名 五十音順） 
 

会 社 名 所  属                  氏  名             
 
川崎重工業㈱         汎用機カンパニー営業本部      田中 利光 

 ＧＰＥ営業部 
 
川崎重工業㈱         汎用機カンパニー技術本部      上田 美輝 

開発室ＧＰＥ部 
 
㈱クボタ            エンジン事業部 池島 哲郎 

エンジン環境管理課 
 
富士重工業㈱         産業機器事業本部           篠原 正美 

国内営業部 
 
富士重工業㈱         埼玉製作所 研究実験部     新井 喜好  

第一実験課 
 
本田技研工業㈱       汎用事業本部商品企画室       塚本 悌介 

完成機企画ブロック  
 
㈱本田技術研究所      朝霞東研究所 ＴＣＣ         井之川 明嗣 
 
三菱重工業㈱         産業機器事業部             宮脇 敏光 

メイキエンジン部  
 
ヤンマーディーゼル㈱   中央研究所 環境部          臼井 一門 
 
（社）日本陸用内燃機関協会技術部                鈴木 良治（事務局） 
 
（社）日本陸用内燃機関協会技術部                松本 瑞世（事務局） 
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別紙  １－（B） 
（社）日本陸用内燃機関協会 
運営委員会ＳＩエンジンＰ．Ｐ．作成部会自主規制規定書作成ＷＧ委員名簿 

 （会社名 五十音順） 
 

会 社 名            所  属             氏  名              
 
川崎重工業㈱        汎用機カンパニー  柳井 孝徳（主査） 

品質保証部第１グループ                   
 
富士重工業㈱         埼玉製作所研究実験部 新井 喜好（副主査） 

第一実験課 
 
三菱重工業㈱        名古屋研究所         中地 正明（副主査） 

産器・エンジン研究室 
 

㈱共立             開発第一部 設計研究課     佐藤 滋 
 
㈱クボタ            エンジン事業部  池島 哲郎 

エンジン環境管理課  
 
小松ゼノア㈱         開発本部 小林 武平 

試験研究室 
 
タナカ工業㈱         技術開発部 研究課 石田 茂敏 
 
㈱本田技術研究所     朝霞東研究所 ＴＣＣ     井之川 明嗣 
 
㈱丸山製作所        品質管理課 入 亮一郎 
 
ヤンマーディーゼル㈱ 汎用エンジン事業本部開発部 石井 仁 

第三技術部 
 

（社）日本陸用内燃機関協会技術部                   鈴木 良治（事務局） 
 
（社）日本陸用内燃機関協会技術部                  松本 瑞世（事務局） 
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別紙  １－（C） 
（社）日本陸用内燃機関協会 
           ガソリン機関部会自主規制試験法分科会委員名簿 

（会社名 五十音順） 
 

会 社 名        所  属                氏  名             
 
㈱ディー・ビー・エス    研究開発部             上田 英之(主査) 
 
川崎重工業㈱       汎用機カンパニー技術本部 山根 芳郎 

開発室ＧＰＥ部 
 
㈱クボタ          エンジン事業部エンジン技術部   小倉 和彦 
 
ダイハツ工業㈱        汎用エンジン事業部           田中 忠利 

総括グループ  
 

㈱本田技術研究所     朝霞東研究所 ＴＣＣ           井之川 明嗣 
 
三菱重工業㈱        名古屋研究所                中地 正明 

産器・エンジン研究室 
 
ヤンマーディーゼル㈱    汎用エンジン 事業本部開発部 石井 仁 

第三技術部 
 
（社）日本陸用内燃機関協会技術部                       鈴木 良治（事務局） 
 
（社）日本陸用内燃機関協会技術部    松本 瑞世（事務局） 
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別紙  １－（D） 
改訂作業に携わった委員 
（社）日本陸用内燃機関協会ガソリン技術委員会 委員名簿  
                                               （会社名 順不同） 

 
           会 社 名               所  属                     氏  名                                
委員長    ㈱本田技術研究所     汎用Ｒ＆Ｄセンター 志賀 光男 
 

携帯エンジン部会 

部会主査   ㈱マキタ沼津         技術部  森 美貴夫 

部会委員   ㈱ＩＨＩシバウラ エンジン事業部技術部 山崎 敏行 

 〃       川崎重工業㈱ 汎用機カンパニー   山根 芳郎 

汎用エンジン総括部 

 〃      ㈱共立 開発第１部  筒井 和弘 

 〃       新ダイワ工業㈱ 開発本部グリーン機器 澤田 俊治 

 〃       ㈱日工タナカ   技術開発部  鶴岡 直記 

エンジニアリング 

 〃       ハスクバーナ・ゼノア㈱   開発センター 吉野 潤一 

 〃       ㈱丸山製作所        技術部   根本 俊久 

 〃       三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部   上野山 和之 

 

 

ガソリンエンジン技術委員会 

協力者     ㈱クボタ            エンジン事業部  藤村 耕司 

〃       トーハツ㈱ 技術部  井元 潤一 

 〃       富士重工業㈱        産業機器カンパニー技術部 柿崎 敬一 

 〃       本田技研工業㈱       認証法規部  大後 裕嗣 

 〃       ヤマハモーター パワープロダクツ事業推進部 横倉 誠 

パワープロダクツ㈱ 

 〃       ヤンマー㈱    小型エンジン事業本部 石井 仁 

 

（社）日本陸用内燃機関協会事務局               松本 瑞世 
 

（敬称略） 
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別紙  ２ 
 
（社）日本陸用内燃機関協会 
小形汎用 SI エンジン排出ガス自主規制ラベル 

エンジン製造業者は、生産時点で陸内協排出ガス自主規制エンジンであることを識別する陸
内協統一ラベルを貼付することができる。陸内協統一ラベルは、陸内協自主規制に参加する
会員会社が自主規制適合エンジンに対し任意に運用できる。統一ラベルの製品への表示は以
下の通りとする。 

 

（1）陸内協で決定した統一デザインでカラーまたは白黒とする。 
 

白黒版             カラー版 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）色番号は、次の通りとする。 

 

 

 

Ｗｈｉｔｅ                   ＰＡＮＴＯＮＥ Ｂｌａｃｋ Ｃ 

             

ＰＡＮＴＯＮＥ ３５４Ｃ     ＰＡＮＴＯＮＥ ２７９Ｃ 

 

（3）ラベルの大きさは原則として 20×20mm～50×50mm とする。 

（4）表示する位置は制限しない。 

（5）ラベルの材質は制限しない。 

（6）エンジンを機器へ搭載した後で陸内協統一ラベルが隠されてしまうような場合は、補足のラ
ベルをエンジン以外の箇所へ貼りつけてもよい。 

（7）ラベル作成に際しては、エンジン製造業者の判断により、統一マークの下に『陸内協排出ガ

  



                      17 

ス自主規制適合』の文字を入れても良い。（下記の例を参照） 
また、自主規制２次に対応して、統一マークの下に「２次規制適合」または「２次規制対応品 
の文字を入れることができる。  

 

                 
陸内協排出ガス自主規制適合陸内協排出ガス自主規制適合
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別紙  ３ 
 
陸内発第 21-58号 
平成 21年 6月 24日 

（社）日本建設機械工業会殿  
（社）日本建設機械化協会殿  
（社）日本農業機械工業会殿  
（社）日本産業車両協会 殿 
                           東京都新宿区市谷砂土原町  

一丁目２番地の３１ 
                           （社）日本陸用内燃機関協会 
 
 
拝啓 初夏の候、貴団体の益々ご清栄の段お喜び申し上げます。 
 日頃は、当協会の活動に対しご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、当協会の排出ガス自主規制も、19kW未満ガソリンエンジンが非携帯エンジンにおいて H20年
1月 1日より、19kW未満ディーゼルエンジンが H21年 1月 1日より２次規制に強化されたのに伴い、
従来ディーゼルエンジン搭載の本機に貼付を認めておりました、規制適合エンジン搭載マークの運用
をガソリンエンジンも含めて、以下の通り改めてご連絡致しますのでよろしくお願い致します。 

敬具 
 
 

19ｋW未満汎用ディーゼルエンジン及びガソリンエンジンの 
排出ガス自主規制２次規制適合エンジン搭載マークの本機への貼付に関する件 

 
１、 経緯 
 ① （社）日本陸用内燃機関協会は、平成 19年 3月 26日付けのお知らせにより 19kW未満汎用デ
ィーゼルエンジン排出ガス自主規制適合エンジンを搭載した本機に対し、「日本陸用内燃機関協
会排出ガス自主規制適合エンジン搭載」又は「陸内協排出ガス自主規制適合エンジン搭載」と
の文言を記載したラベルの貼り付け許可致しました。 

 ② 平成 21年 1月より、19kW未満汎用ディーゼルエンジン排出ガス自主規制が２次規制に強化さ
れたことに伴い、２次規制適合エンジン搭載のラベルを貼りたいとの要請がありました。 

 ③ 当協会としても、自主規制のＰＲにつながる点は賛同出来るので、自主規制管理委員会にて検
討した結果、ガソリンエンジンも含めて本機メーカーの責任の下、以下の条件で貼付けること
につきましては問題ないと判断致しました。 

２．貼付け条件 
① 対象は、エンジン製造業者にて平成 20年 1月 1日以降に製造し、陸内協 19kW未満汎用ガソリ
ンエンジン排出ガス自主規制ラベルが貼り付けられているガソリンエンジン及び平成 2１年 1月
1日以降に製造し、陸内協 19kW未満汎用ディーゼルエンジン排出ガス自主規制ラベルが貼り付
けられているディーゼルエンジンを搭載した本機のみとする。 
② 陸内協として本機そのものの適合を認めているのではないので、貼付するラベルには「日本陸用
内燃機関協会排出ガス自主規制２次規制適合エンジン搭載」又は「陸内協排出ガス自主規制２次
規制適合エンジン搭載」との文言を記載すること。また、陸内協の自主規制ロゴマークを入れる
場合は陸内協指定のロゴマーク（エンジンメーカーより入手して下さい）とすること。 
なお、携帯用ガソリンエンジンは１次規制のままであるので、H23年の２次規制への移行まで
は、２次規制の文言を外すものとする。 

③ 本機メーカーは、本機型式名、エンジン型式名、表示ラベル内容等をエンジンメーカーに事前に
報告し確認を得ること。 
④ 必要により、エンジンメーカーは本機メーカーのラベル貼り付け状況等を監査できる権利を有
する。 

                                      以上 
 
 



別紙    ４
規定改訂内容

説明

§90.1 §90.1
(a) 本パートは､日本国内で販売､使用されるグロス出力 19kW以下の汎用火花点火エンジン (以下汎用エンジン)及び車
両に適用する。

(a) 本パートは､日本国内で販売､使用されるグロス出力 19kW未満の汎用火花点火エンジン (以下汎用エンジン)及び車
両に適用する。

§90.2 発効日 §90.2 発効日
(a)　本サブパートは､2003年 1月 1日以降に生産される 19kW以下の汎用エンジンに適用する｡ (a)　本サブパートは､2003年 1月 1日以降に生産される 19kW未満の汎用エンジンに適用する｡

§90.103 排気エミッション基準 §90.103 排気エミッション基準

(a)　出力が19キロワット(kW)以下の新汎用エンジンの排気エミッションは、以下の１次及び２次排気エミッション基準値
（適用する場合、ＦＥＬ）を超えないこと。

(a)　出力が19キロワット(kW)未満の新汎用エンジンの排気エミッションは、以下の１次及び２次排気エミッション基準値
（適用する場合、ＦＥＬ）を超えないこと。

§90.119 適合証明手順　試験 §90.119 適合証明手順　試験

(a)  製造業者による試験
製造業者は、規定の手順を用いて、該当するサイクルでエンジンを試験しなければならない。試験結果はすべて、記録し
なければならない。

(a)  製造業者による試験
製造業者は、規定の手順を用いて、該当するサイクルでエンジンを試験しなければならない。試験結果はすべて、記録し
なければならない。 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

(1)　試験手順は、本パートのサブパートＥに詳述されている。 (1)　試験手順は、本パートのサブパートＥに詳述されている。

(i)　クラスⅠ、クラスⅠ-Ｂ及びクラスⅡエンジンは、本パートのサブパートＥに説明の試験サイクルＡを採用しなければな
らない。ただし、販売されるエンジンの100%が定格速度のみで運転するクラスⅠ、クラスⅠ-Ｂ及びクラスⅡエンジンファミ
リは、本パートのサブパートEに説明の試験サイクルＢを使用することができる。

(i) クラスⅠおよびⅡエンジンは、それらの用途に適合している試験サイクルを使わなければならない。中間速度だけで
運転するエンジンは、本パートのサブパートE、付録Ａの表2 で記述される試験サイクルAを使わなければならない。定格
速度だけで運転するエンジンは、本パートのサブパートE、付録Ａの表2で記述される試験サイクルBを使わなければなら
ない。エンジンファミリーに、定格速度と中間速度の両方で使うエンジンを含む場合、メーカーは認証のために最悪のエ
ミッション結果を示す負荷サイクルを選ばなければならない。

§90.204 アベレージング §90.204 アベレージング
(b) 出力が19kW以下の汎用エンジンのあらゆるクラス間でクレジットをアベレージングすることができる。 (b) 出力が19kW未満の汎用エンジンのあらゆるクラス間でクレジットをアベレージングすることができる。

§90.208 適合証明 §90.208 適合証明
(a)　製造業者は、 (a)　製造業者は、
(2)　各エンジンファミリごとに、1次の場合　ＨＣ+NOx及び/またはＣＯ、2次ではＨＣ＋NOxに対するＦＥＬを宣言しなければ
ならない。ＦＥＬの有効数字桁数は該当するエミッション基準の有効数字桁数と同じでなければならない。

(2)　各エンジンファミリごとに、1次の場合　ＨＣ+NOx及び/またはＣＯ、2次ではＨＣ＋NOxに対するＦＥＬを設定しなければ
ならない。ＦＥＬの有効数字桁数は該当するエミッション基準の有効数字桁数と同じでなければならない。

「宣言」とは広く世の中に発表することであり、実態に即した「設定」という表現に改めた。

§90.301 適用範囲 §90.301 適用範囲
(d)　天然ガスを燃料とする2次規制クラスⅠ、2次規制クラスⅠ-Ｂ及び2次規制クラスⅡエンジンの場合、40CFRパート86
の以下のセクションを本サブパートに適用する。
§86.1306-90　　 必要な装置と仕様　概要
§86.1309-90　　 排気ガスサンプリングシステム　オットーサイクルエンジン
§86.1311-94　　 排気ガス分析システム　ＣＶＳバッグサンプリング
§86.1314-94(e)　燃料の仕様　天然ガス燃料
§86.1314-94　　 分析ガス
§86.1316-94 　  校正

(d)　天然ガスを燃料とする2次規制クラスⅠ、2次規制クラスⅠ-Ｂ及び2次規制クラスⅡエンジンの場合、40CFRパート86
の以下のセクションを本サブパートに適用するか、または40CFR1065を適用する。
§86.1306-90　　 必要な装置と仕様　概要
§86.1309-90　　 排気ガスサンプリングシステム　オットーサイクルエンジン
§86.1311-94　　 排気ガス分析システム　ＣＶＳバッグサンプリング
§86.1314-94(e)　燃料の仕様　天然ガス燃料
§86.1314-94　　 分析ガス

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

§90.308 潤滑油と試験燃料 §90.308 潤滑油と試験燃料
(b)　試験燃料　適合試験 (b)　試験燃料　適合試験
(1)　製造業者は、排気エミッション試験にて、本サブパートの付録Ａの表3に規定のガソリン、または同等のガソリンを使
わなければならない。または付録Ａの表4に示す米国EPA規定の燃料を使用することもできる。

(1)　製造業者は、排気エミッション試験にて、本サブパートの付録Ａの表3に規定のガソリン、または同等のガソリンを使
わなければならない。または付録Ａの表4に示す米国EPA規定の燃料、または40CFR1065ｻﾌﾞﾊﾟｰﾄHで指定された燃料を
使用することもできる。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

§90.316 炭化水素分析計の校正 §90.316 炭化水素分析計の校正
(b)　検出器レスポンスの初期及び定期最適化　最初に使用する前及び以後少なくとも毎年、ＦＩＤ及びＨＦＩＤ炭化水素分
析計を調整し、本パラグラフに規定のとおりの炭化水素最適レスポンスにする。同等の結果が得られる場合は別の方法
を用いることができる。

(b)　検出器レスポンスの初期及び定期最適化　最初に使用する前及び以後少なくとも毎年、ＦＩＤ及びＨＦＩＤ炭化水素分
析計を調整し、本パラグラフに規定のとおりの炭化水素最適レスポンスにする。同等の結果が得られる場合は別の方法
を用いることができる。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

(2)　ＦＩＤ、またはＨＦＩＤの最適化には、次の手順の1つを用いなければならない。 (2)　ＦＩＤ、またはＨＦＩＤの最適化には、次の手順の1つを用いなければならない。

(ii)　ＦＩＤ最適化手順は、40CFRの§86.311-79に概略説明されている。 (ii)　ＦＩＤ最適化手順は、40CFRの§86.311-79または40CFR1065ｻﾌﾞﾊﾟｰﾄDに概略説明されている。
(c)　初期及び定期校正　初めて使用する前及びそれ以後毎月、または適合試験前1ヶ月以内に、ＦＩＤ、またはＨＦＩＤ炭化
水素分析計の校正を、通常使用する全計器範囲にわたり、本パラグラフに記載の手順を用いて実施する。サンプルを分
析する場合と同じ流量及び圧力を用いる。校正ガスを分析計に直接導入する。40 CFR§86.1310-90(b)(3)(i)に説明の希
釈サンプリングというオプションの方法を用いることもできる。

(c)　初期及び定期校正　初めて使用する前及びそれ以後毎月、または適合試験前1ヶ月以内に、ＦＩＤ、またはＨＦＩＤ炭化
水素分析計の校正を、通常使用する全計器範囲にわたり、本パラグラフに記載の手順を用いて実施する。サンプルを分
析する場合と同じ流量及び圧力を用いる。校正ガスを分析計に直接導入する。40 CFR§86.1310-90(b)(3)(i)または
40CFR1065ｻﾌﾞﾊﾟｰﾄFに説明の希釈サンプリングというオプションの方法を用いることもできる。

§90.318 窒素酸化物分析計の校正 §90.318 窒素酸化物分析計の校正

(d)　本セクションに記載の手順にかえて、40CFR§86.332-79に規定の初期及び定期干渉チェック、システムチェック及び
校正試験手順を用いることができる。

(d)　本セクションに記載の手順にかえて、40CFR§86.332-79または40CFR1065ｻﾌﾞﾊﾟｰﾄDに規定の初期及び定期干渉
チェック、システムチェック及び校正試験手順を用いることができる。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

§90.320 二酸化炭素分析計の校正 §90.320 二酸化炭素分析計の校正

(b)　本セクションに記載の手順にかえて、40CFRの§86.316、86.319、86.320、86.321、86.322に規定の初期及び定期干
渉チェック、システムチェック、及び校正試験手順を用いることができる。

(b)　本セクションに記載の手順にかえて、40CFRの§86.316、86.319、86.320、86.321、86.322または40CFR1065ｻﾌﾞﾊﾟｰﾄ
C及びDに規定の初期及び定期干渉チェック、システムチェック、及び校正試験手順を用いることができる。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

平成13年12月10日　発行

サブパートＣ－アベレージングプログラムに関する規定 サブパートＣ－アベレージングプログラムに関する規定

サブパートD－排気エミッション試験装置規定 サブパートD－排気エミッション試験装置規定

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

サブパートB－エミッション基準と適合証明基準 サブパートB－エミッション基準と適合証明基準

小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制 　　　平成13年12月10日発行 小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制　　　平成22年　1月　1日改訂
サブパートA－一般 サブパートA－一般

( )∑ ×= n ii F iP iB S F C ( )∑ ×= n ii W F iP iB S F C ト ル ク回 転 速 度 ××= 0 0 0,6 0P i ( )2 22424 226 1 0 K11 0 0W HW O1 0W N O xW C OW C O1 0W H C1 0 00 1.2 8 1 01 01 0  −−−−−−−−×+ ( ) 22 D H0 1.0D C OD C O0 0 5.01K −α×+×+= ( )22 D C O3D C OD H ×+= 4FH C 1 0T CMW ××= W C OT CMW FC O ××= H4FN O x K1 0T CMW ×××= 42 1 0W C OW C OT C ++= ( ) 22 D H0 1.0D C OD C O0 0 5.01K −α×+×+= ( )22 D C O3D C OD H ×+= ( )7 1.1 0H0 3 2 9.01K H −−= ( )7 1.1 0H0 3 2 9.01K H −−= ( ) 6He x hF U E LA I R DN O x 1 0KW N O xMGGW ××××+= ( ) 6e x hF U E LA I R DH C 1 0W H CMGGW ×××+=
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説明小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制 　　　平成13年12月10日発行 小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制　　　平成22年　1月　1日改訂
§90.324 分析計漏れチェック §90.324 分析計漏れチェック

(b)  正圧側漏れチェック　正圧側の最大許容漏れ流量は、使用時流量の5%以内である。 (b)  正圧側漏れチェック　漏れの量が十分な量である場合、システムの正圧側のサンプルの漏れはサンプリングの完全
性に影響を与える可能性がある。安全対策として、製造業者は定期的にサンプリングシステムの正圧側漏れチェックを
することが、適切な技術措置として必要である。正圧側の最大漏れ量に関する推奨値は、使用時流量の5%以内である。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

JIS K2202の改正に合わせ本規格も改訂

§90.401 適用範囲 §90.401 適用範囲 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。
(d)　天然ガスを燃料とする2次規制クラスⅠ、2次規制クラスⅠ-Ｂ及び2次規制クラスⅡエンジンの場合、40CFR パート86
の以下のセクションを本サブパートに適用する。
§86.1327-94      動力計試験手順　概要
§86.1340-94      排気サンプルの分析
§86.1342-94      計算　排気エミッション
§86.1344-94(d)   要求される情報　試験前データ
§86.1344-94(e)   要求される情報　試験データ

(d)　天然ガスを燃料とする2次規制クラスⅠ、2次規制クラスⅠ-Ｂ及び2次規制クラスⅡエンジンの場合、40CFR パート86
の以下のセクションを本サブパートに適用する。
§86.1327-94      動力計試験手順　概要
§86.1340-94      排気サンプルの分析
§86.1342-94      計算　排気エミッション
§86.1344-94(d)   要求される情報　試験前データ
§86.1344-94(e)   要求される情報　試験データ
又、2次規制クラスⅠ、2次規制クラスⅠ-B および2次規制クラスⅡの天然ガス燃料エンジンから排出されるノンメタン炭
化水素(NMHC)排気ガスを計測するために、40CFR1065 サブパートDおよびEで規定される装置を使用しても良い。

§90.405 記録情報 §90.405 記録情報 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

(d)　試験データ：モードごと (d)　試験データ：モードごと

(10)　エンジンの燃料入口圧 (10)　エンジンの燃料入口圧

§90.408 試験前の手順 §90.408 試験前の手順
(b)　エンジン試験前の準備 (b)　エンジン試験前の準備 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。
(2) (2)　エンジンエミッションにおけるテスト計測システムの影響評価は、当該テストシステムがエンジンの排ガスエミッション

に大きく影響しないことを保証するために、適切な技術判断を用いて行なわれるべきである。 例えば、すべてのタイプの
排ガスサンプリングシステムおよび、 生ガスのサンプリングについて燃料とエアフローの測定システムを評価することが
必要とされる。 これは、計測されたトルクへの影響が5％より小さいことを保証するために、当該テストシステムが装備さ
れる前後のテストサイクルで経験される最も高いエンジントルク値でエンジンを運転することによって達成可能である。 こ
れはまた、当該テストシステムが装備される前後のテストサイクルで経験される最も高いエンジントルク値において、計測
される空燃比への影響が、5％より小さいことを保証するために、酸化ジルコニウムのユニバーサル排気ガス酸素セン
サー（UEGO)を用いた空燃比計測で達成されても良い。 空気および燃料流量計測システムへの影響は、これらの計測シ
ステムによって、空気吸入圧力および燃料供給圧力に励起される圧力変化への影響の技術的分析に基づいて評価され
てもよい。 以上のことは、一般的にはテストの前に実施されるが、テスト後の検証として実施しても良い。

§90.417 燃料流量測定仕様 §90.417 燃料流量測定仕様
(a)　生ガス試験の場合に限り、燃料流量測定が必要となる。希釈試験の場合も燃料流量を測定してもよい。希釈試験で
の正味燃料消費率の計算（§90.426(g)を参照）に測定した燃料流量を使用する場合、燃料流量計器は、本セクションの
要求を満たしていなければならない。

(a)　生ガス試験の場合に限り、燃料流量測定が必要となる。希釈試験の場合も燃料流量を測定してもよい。希釈試験で
の正味燃料消費率の計算（§90.426(g)を参照）に測定した燃料流量を使用する場合、燃料流量計器は、本セクションの
要求を満たしていなければならない。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

(b)　燃料流量計器は、最低限用いる各測定レンジのフルスケール流量の±1%以内の精度を備えていなければならな
い。アイドルモードでの例外は認められている。このアイドルモードでは、最低限の精度は用いる測定レンジのフルス
ケール流量の±5%以内である。精度に関するパラメータは、測定時間及び重量、または容積である。

(b)　燃料流量計器は、最低限用いる各測定レンジのフルスケール流量の±1%以内の精度を備えていなければならな
い。アイドルモードでの例外は認められている。このアイドルモードでは、最低限の精度は用いる測定レンジのフルス
ケール流量の±5%以内である。精度に関するパラメータは、測定時間及び重量、または容積である。本パラグラフ（ｂ）に
ある精度の仕様の代わりに、40CFR1065 サブパートCの精度の仕様を適用しても良い。

§90.418 ガス状エミッションのデータ評価 §90.418 ガス状エミッションのデータ評価
ガス状エミッションは、各モードの最後の4分間を記録し、対応する校正データから得られた平均濃度の指示値をもとに、
各モードの平均値を評価する。平均する時間を長くすることも認められるが、報告するサンプリング時間は、連続して
いなければならない。

ガス状エミッションは、各モードの最後の2分間を記録し、対応する校正データから得られた平均濃度の指示値をもとに、
各モードの平均値を評価する。平均する時間を長くすることも認められるが、報告するサンプリング時間は、連続して
いなければならない。

ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

サブパートＥ－ガス状エミッション試験手順 サブパートＥ－ガス状エミッション試験手順

表3－試験燃料仕様（ＪＩＳ　K2202-1996）

項目 備考

オクタン価、リサーチ法

密度（ 15℃）、 g/cm3

蒸気圧 (37.8℃)、 kPa *

10％留出温度、 ℃

50％留出温度、 ℃

90％留出温度、 ℃

終点、 ℃

残油量、容量％

銅板腐食（50℃　3 h）

酸化安定度、 min

ベンゼン、容量％

硫黄分、質量％

実在ガム、 mg/100ml **

ＭＴＢＥ、容量％

色

7以下

オレンジ系

240以下

5以下

0.01以下

5以下

特性及び許容差

220以下

2.0以下

1以下

*　　寒候用のものの蒸気圧の上限は、93kPaとする。

89.0以上

0.783以下

44～78

70以下

75～110

180以下

**   ただし、未洗実在ガムは、20mg/100ml以下であること。

表3－試験燃料仕様（ＪＩＳ　K2202-2007）

項目 試験方法 特性及び許容差

オクタン価、リサーチ法 JIS K 2280 89.0以上

密度（ 15℃）、 g/cm3 JIS K 2249 0.783以下

蒸留性状（減失量加算） JIS K 2254

10％留出温度、 ℃ 70以下

50％留出温度、 ℃ 75～110

90％留出温度、 ℃ 180以下

終点、 ℃ 220以下

残油量、体積分率％ 2.0以下

銅板腐食（50℃　3 h） JIS K 2513 1以下

硫黄分、質量分率％ JIS K2542-1,JIS K2541-2 0.0010以下

JIS K 2541-6 又は JIS K 2541-7

蒸気圧 (37.8℃)、 kPa * JIS K 2258 44～78

実在ガム、 mg/100ml ** JIS K 2258 5以下

酸化安定度、 min JIS K 2287 240以下

ベンゼン、体積分率％ JIS K2536-2,JIS K2536-3 1以下

又は JIS K 2536-4

ＭＴＢＥ、体積分率％ JIS K2536-2,JIS K2536-4 7以下

JIS K2536-5 又は JIS K2536-6

エタノール、体積分率％ JIS K2536-2,JIS K2536-4 3以下

又は JIS K2536-6

酸素　質量分率％ JIS K2536-2,JIS K2536-4 1.3以下

又は JIS K2536-6

色 オレンジ系

*　　寒候用のものの蒸気圧の上限は、93kPaとし、夏季用のものの蒸気圧の上限は65kPaとする。

**   ただし、未洗実在ガムは、20mg/100ml以下であること。
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説明小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制 　　　平成13年12月10日発行 小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制　　　平成22年　1月　1日改訂
§90.419 生のエミッションサンプルでの計算方法 §90.419 生のエミッションサンプルでの計算方法 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。

(b)　空気及び燃料流量法空気と燃料の両方の質量流量を測定する場合、重み付けされたエミッション値は、次の式に
よって求める。

(b)　空気及び燃料流量法空気と燃料の両方の質量流量を測定する場合、重み付けされたエミッション値は、次の式に
よって求める。
KH = (9.953×H + 0.832)

ここで、
Ｈ = エンジン吸気の絶対湿度　乾き空気1kg当たりの水分のグラム数[g/kg]、計算方法については、§90.426(f)を参照
2サイクルガソリンエンジンの場合、ＫHを1に設定する。

ここで、
H =理想気体に含まれる水分量：40CFR 1065.645に、この値を決定する方法が記述されている。( XH2Oとして言及されて
いる。)
KH = 2ストロークガソリンエンジンに関しては1。

(c)　燃料流量法 (c)　燃料流量法
KH = (9.953×H + 0.832)

ここで、
Ｈ = エンジン吸気の絶対湿度　乾き空気1kg当たりの水分のグラム数[g/kg]、計算方法については、§90.426(f)を参照
2サイクルガソリンエンジンの場合、ＫHを1に設定する。

ここで、
H =理想気体に含まれる水分量：40CFR 1065.645に、この値を決定する方法が記述されている。( XH2Oとして言及されて
いる。)
KH = 2ストロークガソリンエンジンに関しては1。

§90.421 希釈排気ガスサンプリング及び分析システムの説明 §90.421 希釈排気ガスサンプリング及び分析システムの説明 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。
(b)　構成要素の説明　排気サンプリングに必要な構成要素は、以下の条件を満たしていなければならない。 (b)　構成要素の説明　排気サンプリングに必要な構成要素は、以下の条件を満たしていなければならない。
(4)  連続積分式NOx、ＣＯ及びＣＯ2測定システム (4)  連続積分式NOx、ＣＯ及びＣＯ2測定システム
(ii)　連続NOx、ＣＯ及びＣＯ2サンプリング及び分析は、以下の例外及び改訂以外は、本チャプタのパート86、サブパート
Ｄの仕様に適合していなければならない。

(ii)　連続NOx、ＣＯ及びＣＯ2サンプリング及び分析は、以下の例外及び改訂以外は、本チャプタのパート86、サブパート
Ｄの仕様又は、40CFR1065.145の仕様に適合していなければならない。

§90.426 希釈エミッションサンプリングでの計算方法 §90.426 希釈エミッションサンプリングでの計算方法 ＥＰＡ　４０　ＣＦＲ　Ｐａｒｔ ９０の改訂に合わせ、本規定も改訂した。
(e)　湿度補正係数ＫHは、測定したＮＯx値について調整を行うのに使用する。これは、燃焼空気の湿度に対する火花点
火エンジンの感度を補正する。次式を用いて、ＮＯx計算に用いるＫHを求める。

(e)　湿度補正係数ＫHは、測定したＮＯx値について調整を行うのに使用する。これは、燃焼空気の湿度に対する火花点
火エンジンの感度を補正する。次式を用いて、ＮＯx計算に用いるＫHを求める。
KH = (9.953×H + 0.832)

ここで、
Ｈ = エンジン吸気の絶対湿度　乾き空気1kg当たりの水分のグラム数[g/kg]、計算方法については、§90.426(f)を参照
2サイクルガソリンエンジンの場合、ＫHを1に設定する。

ここで、
H =理想気体に含まれる水分量：40CFR 1065.645に、この値を決定する方法が記述されている。( XH2Oとして言及されて
いる。)
KH = 2ストロークガソリンエンジンに関しては1。

(g)　次の式を使って、最終報告される正味燃料消費率（ＢＳＦＣ）を計算する。 (g)　[予備]

ここで、
ＢＳＦＣ = 正味キロワット時間当たりのグラム数で表した正味燃料消費率[g/kW-hr]
ＧFUELi = モードi中における燃料質量流量 [g/hr]
ＷＦi  = §90.410(a)による各モードの重み付け係数
Ｐi　= 次の式から計算される、モードi中に発生したグロス平均出力 [kW]

ここで、
回転速度 = モードi中に測定された平均回転速度 [min-1]
トルク = モードi中に測定された平均トルク [N-m]

( )71.10H0329.01
1

K H −−
=

( )71.10H0329.01
1

K H −−
=

( )71.10H0329.01
1

K H −−
=

( )

( )∑

∑

×

×
=

n

i

n

i
FUELi

WFiPi

WFiG
BSFC

トルク回転速度 ××
π

=
000,60

2
Pi

( )7 1.1 0H0 3 2 9.01K H −−=

 21



解説改訂内容

説明
概要 (社)日本陸用内燃機関協会（以下、陸内協）は、日本国内で販売、使用される出力19KW以下の小形汎用火花点火エン

ジン（以下、汎用エンジン）の排出ガス中の炭化水素（ＨＣ）、窒素酸化物(ＮＯｘ)及び一酸化炭素（ＣＯ）を低減する自主規
制を決定した。

概要 （社）日本陸用内燃機関協会（以下、陸内協）は、日本国内で販売、使用される出力19kW未満の小形汎用火花点火エン
ジン（以下、汎用エンジン）の排出ガス中の炭化水素（ＨＣ）、窒素酸化物(ＮＯｘ)及び一酸化炭素（ＣＯ）を低減する自主規
制を決定した。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

概要
 2.

排出ガス規制の対象・自主規制値
対象　国内で販売、使用される出力19KW以下の汎用エンジン（緊急・非常用やレース用等を除く）とし、排出ガスのうち、
ＨＣ＋ＮＯｘならびにＣＯとする。

概要
 2.

排出ガス規制の対象・自主規制値
対象　国内で販売、使用される出力19kW未満の汎用エンジン（緊急・非常用やレース用等を除く）とし、排出ガスのうち、
ＨＣ＋ＮＯｘならびにＣＯとする。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

概要
 6.

自主規制の概要まとめ
(1)　対象エンジン　　　国内で販売、使用される19kW未満の汎用火花点火エンジン。

概要
 6.

自主規制の概要まとめ
(1)　対象エンジン　　　国内で販売、使用される19kW未満の汎用火花点火エンジン。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

解説
 3.

排出ガス自主規制の対象・内容
日本国内で販売、使用される19kW以下の汎用エンジン（対象除外エンジンは別表を参照)とする。なお、輸入エンジンに
ついては、陸内協会員であるエンジン製造業者の海外現地法人で製造し、陸内協会員エンジン製造業者が日本国内に
販売、使用する目的で輸入する場合に限り、本自主規制の対象とする。

解説
 3.

排出ガス自主規制の対象・内容
日本国内で販売、使用される19kW未満の汎用エンジン（対象除外エンジンは別表を参照)とする。すなわち、陸内協の会
員会社が、国内海外の工場で製作、又は非会員会社より供給を受けて国内で使用を目的に販売される19kW未満のガソ
リンエンジンを対象とする。

19kW未満汎用ディーゼルエンジン排出ガス自主規制と整合性を持たせた。

解説
 11.

運用と届け出 解説
 11.

運用と届け出
（1）運用　 陸内協において必要と認められた場合、陸内協は該当するエンジン製造業者に対してヒヤリングや指導を行
うことができる。

19kW未満汎用ディーゼルエンジン排出ガス自主規制と整合性を持たせた。

解説
 17.

行政との関連
19kW以下の小形汎用ＳＩエンジンの場合、排気量が小さく排出ガス総量も少ないため、国内排出ガスへの寄与度は、問
題にならない数字であるが、米国での規制実施・欧州での導入検討という社会情勢及び環境保全の重要性のため、欧
米と整合性のある自主規制導入を図った。

解説
 17.

行政との関連
19kW未満の小形汎用ＳＩエンジンの場合、排気量が小さく排出ガス総量も少ないため、国内排出ガスへの寄与度は、問
題にならない数字であるが、米国での規制実施・欧州での導入検討という社会情勢及び環境保全の重要性のため、欧
米と整合性のある自主規制導入を図った。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

解説
 18.

基準自主規制の内容について　サブパートＡ§90.1　適用範囲　(a)
本自主規制ではＥＰＡ規制と同じくグロス出力19kW以下の汎用エンジンを適用範囲とした。

解説
 18.

基準自主規制の内容について　サブパートＡ§90.1　適用範囲　(a)
本自主規制ではＥＰＡ規制と同じくグロス出力19kW未満の汎用エンジンを適用範囲とした。

EPA規制との整合性から「19kW以下」としていたが、その後の国土交通省令で定められた
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の「19kW以上」との重複部を避ける上
で、「19kW未満」に改めた。

解説
 19.

自主規制ラベルの本機への貼付けについて
本機メーカーより排出ガス自主規制適合エンジン搭載マークを本機に貼付けたいとの要望を受け、平成21年６月２４日付
で別紙３の通達を出し条件付きで許可することにした。

平成21年6月24日付通達について追記した。

改訂経歴
 1.

平成22年１月１日　改訂
本自主規制施行より5年以上が経過し、EPA規制については数次の改訂が実施され、またEC規制が施行されるにいたり
ました。それらの状況に鑑み、本規制の国際整合性についての見直しが必要であるとの認識に立ち本規制の改訂作業
を実施しました。
改訂内容については別紙４「規定改訂内容」、「解説改訂内容」として本書に添付とします。
また、本改訂に携わった委員については別紙１－（D）によります。
本改訂の実施時期は平成22年１月１日とします。

改訂経歴を追記した。

別紙
 1－（D）

改訂作業に携わった委員 平成22年1月1日改訂に携わった委員名簿を追加した。

別紙 2 エンジン製造業者は、生産時点で陸内協排出ガス自主規制エンジンであることを識別する陸内協統一ラベルを貼付する
ことができる。陸内協統一ラベルは、陸内協自主規制に参加する会員会社が自主規制適合エンジンに対し任意に運用
できる。統一ラベルの製品への表示は以下の通りとする。
（3）ラベルの大きさは原則として20×20mm～50×50mmとする。
（4）表示する位置は制限しない。
（5）ラベルの材質は制限しない。
（6）エンジンを機器へ搭載した後で陸内協統一ラベルが隠されてしまうような場合は、補足のラベルをエンジン以外の箇
所へ貼りつけてもよい。
（7）ラベル作成に際しては、エンジン製造業者の判断により、統一マークの下に『陸内協排出ガス自主規制適合』の文字
を入れても良い。（下記の例を参照）　また、自主規制２次に対応して、統一マークの下に「２次規制適合」または「２次規
制対応品の文字を入れることができる。

19kW未満汎用ディーゼルエンジン排出ガス自主規制と整合性を持たせた。

別紙 3 陸内発第21-58号　平成21年6月24日
19ｋW未満汎用ディーゼルエンジン及びガソリンエンジンの排出ガス自主規制２次規制適合エンジン搭載マークの本機へ
の貼付に関する件

平成21年6月24日付通達を追加した。

別紙 4 規定改訂内容

解説改訂内容

規定、解説 それぞれについて、改訂前後の文章と説明を載せ、改訂内容を明確にした。

小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制　　　平成13年12月10日発行 小形汎用火花点火エンジン排出ガス自主規制 　　　平成22年　1月　1日改訂
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